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杉並区里親フォスタリング業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 杉並区（以下、「区」という。）では、令和８年度の区立児童相談所の開設を見据え、児童

虐待対応や相談支援体制の充実に取り組んでいます。また、区では、平成 29 年に国が示し

た「新しい社会的養育ビジョン」における社会的養護が必要なすべての子どもの代替的養護

は家庭的養護が望ましく、里親委託を優先して検討していく必要があるという考えのもと、

里親制度の積極的な推進を行うと共に里親支援の充実強化を図るため、区立児童相談所の

開設にあたって「里親フォスタリング業務」を開始することにしています。 

里親フォスタリング業務を実施するための環境整備及び事業の運営に当たっては、行政

のみならず、民間事業者を含む地域との連携が欠かせないことから、本事業を円滑かつ適切

に受託することができる事業者をプロポーザル（企画提案）方式で公募いたします。 

 

２ 建物及び実施場所の概要 

① 契約日から令和８年９月まで 

事業者が届け出をし、区が認めた準備事務を実施する事務所 

② 令和８年１０月 

杉並区児童相談所となる建物で区が指定する場所及び事業者が届け出をし、区が認め

た準備事務を実施する事務所 

 ③ 令和８年１１月以降 

杉並区児童相談所の一部及び事業者が届け出をし、区が認めた準備事務を実施する 

事務所 

   〇杉並区児童相談所の概要 

    住  所：杉並区阿佐谷南一丁目 14 番８号 

    施設規模：地上６階、地下１階 

    延床面積：２９９４．９４㎡ 

   〇実施場所等 

    実施場所：杉並区児童相談所の一部 

    延床面積：２５．７３㎡ 

    詳  細：別紙１「図面」のとおり 

    ※面接時については、別紙１「図面」のほか、児童相談所内の面接室を使用するこ

とができます。面接室の広さは、約 10 ㎡です。 
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３ 業務の概要 

（１）業務名 

   杉並区里親フォスタリング業務 

（２）業務内容 

   業務内容説明書（別紙２）のとおり 

（３）令和８年度履行期間 

   契約締結の翌日から令和９年３月 31 日まで 

   なお、令和８年 10 月末まで（予定）を準備期間とします。 

   ※契約期間については、「10 選定結果に基づく委託可能期間」のとおりです。 

（４）委託料上限額（消費税込み） 

   41,298,500 円 

    ※令和９年４月からの運営費委託料上限額は、45,570,500 円（予定）。なお、令和

８年度については、当初予算の成立をもって確定となるため、本プロポーザルの

評価における参考値とし、契約金額として確約するものではありません。 

 

４ 参加資格 

 本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる全ての条件を満たす事業者とします。 

（１）令和８年４月１日現在、里親のフォスタリング業務又はそれに類似する業務の実績が

１年以上ある法人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

（３）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22 年３月 23 日杉並第 

65476 号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（４）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年１月 17 日杉並第 53890 号） 

に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再 

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこ

と。 

（６）法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（７）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）        

第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団

体でないこと。 

（８）法人の定款その他の基本約款に、本事業の実施に関する内容が無い場合は、事業受託

後において、事業実施に関する内容を規定できること。 
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５ 実施手順 

公募から受託者候補者の選定までの実施手順（概要）は以下のとおりです。 

内 容 期 間 等 

実施要領の公表 令和８年４月 15 日（水） 

実施要領に対する 

質問受付期間 

令和８年４月 15 日（水）から 

令和８年４月 22 日（水）午後５時まで 

※質問及び回答は、令和８年４月 27 日（月）までに、

区公式ホームページ上に一括で公開します。 

参加申込書等提出期限 

令和８年４月 15 日（水）から 

令和８年４月 28 日（火）午後５時まで（必着） 

※参加申込をせずに企画提案書を提出することはで

きません。 

企画提案書等提出期間 

令和８年４月 15 日（水）から 

令和８年５月８日（金）午後５時まで（必着） 

※参加申込書等を提出しても、期限までに企画提案書

等の提出がない場合は辞退とみなします。 

第一次審査 

（書類審査） 

令和８年６月１日（月） 

※第一次審査を実施し、第二次審査の対象とする参加

事業者を選定します。（３事業者程度） 

第二次審査（プレゼンテー

ション・ヒアリング審査） 

令和８年６月 15 日（月） 

※詳細は、別途通知します。 

受託者候補者選定結果の通

知 
令和８年７月中旬（予定）までに通知します。 

 

６ 実施要領の内容に関する質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

様式１「質問書」に質問事項を記載の上、ファクス又は電子メールにより提出してくだ

さい。 

なお、件名は「杉並区里親フォスタリング業務公募型プロポーザル質問書」としてくだ

さい。 

（２）受付先 

  「13 担当課（問い合わせ先）」に同じです。 

（３）受付期限 

  令和８年４月 22 日（水）午後５時まで 
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（４）回答方法 

   質問及び回答は、令和８年４月 27 日（月）までに、区公式ホームページ上で一括して

公開します。 

  https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html 

 

７ 参加申込書、企画提案書等の提出 

（１）提出書類・提出部数 

  別紙４「提出書類一覧」のとおりです。 

（２）企画提案書概要版 

  ①企画提案書の提出と併せて、企画提案書の概要版（電子データ）を電子メールで提出

してください。審査プロセスの透明化を図る観点から、受託者候補者選定後、応募事

業者全者の概要版を選定結果と合わせて区公式ホームページで公表します。 

    概要資料の書式は任意としますが、企画提案書の評価項目に当たる部分について

記載することとし、最低限以下の項目を盛り込んだ上で１～２枚程度にまとめるこ

とを基本とします。ただし、事業者名やノウハウの記載については任意とします。 

②受託業務に対する考え方（取組姿勢）・提案内容の全体像 

③企画提案書に記載する以下の項目 

・「質の高い里親等養育を実現するために大切にすること、里親等や子どもとの信 

頼関係の構築に向けて努めるべきこと」 

・「区や児童相談所、乳児院、児童養護施設、地域の医療機関、各種支援機関等と 

の連携・協働」 

・「業務運営における視点」の各項目 

④提案によって期待される効果 

⑤件名 

電子メールの件名は、「杉並区里親フォスタリング業務プロポ―ザル企画提案書概要

版【事業者名】としてください。 

 宛先は「13 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

（３）提出部数 

提出書類は、正本・副本（８部）をそれぞれ製本（ファイル等で綴じる）し、提出書

類一覧を先頭に綴じ、提出書類一覧ごとにインデックスを付けて提出してください。ま

た、表紙及び背表紙、当該提出書類名（「杉並区里親フォスタリング業務プロポ―ザル

企画提案書」等）を付し、正本・副本ともに事業者名を付してください。 

応募者事業者と選定委員の利害関係を確認するため、実名で審査を行うことから、事

業者名称、ロゴマーク等のマスキングは不要です。 

（４）提出方法 

   提出書類の確認を行いますので、原則として、持参してください。（事前に予約し、

https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html
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お越しください。）なお、郵送等の場合は、事前に連絡の上、提出書類に漏れが無いよ

うにご注意ください。 

（５）提出先 

  「13 担当課（問い合わせ先）」に同じです。 

（６）提出期限 

  参加申込書等提出期限：令和８年４月 28 日（火）午後５時 必着 

  企画提案書等提出期限：令和８年５月 ８日（金）午後５時 必着 

  ※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。 

 

８ 受託者候補者の選定手順 

杉並区里親フォスタリング業務受託者候補者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）

において、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容を審査し、

本業務に最も適していると認められる事業者を受託者候補者として選定します。 

  ただし、選定委員会で審査した結果、一定の点数に満たない事業者については、受託者

候補者とはしないものとします。 

  また、区で設定する事業規模の上限額を超える提案を行った参加事業者は、審査対象に

はなりません。 

 

（１）主な評価基準 

 ①経営状況等に対する評価基準 

 評価項目 主な評価の内容 

経営状況 経営状況は良好か 

業務実績 里親支援や社会的養護に関わる業務実績はあるか 

区内事業者点 杉並区内に本店または支店・営業所を有しているか 

 

 ②企画提案に対する評価基準 

 評価項目 主な評価の内容 

運営方針について ・業務の理解度は十分か 

・業務を実施する際の基本姿勢は適切か 

・区及び関係機関との連携・協働の考え方は適切か 

業務運営について ・業務運営における視点は適切か 

・業務に関する具体的な手順は策定されているか 

・危機管理対策は適切に行われているか 

職員配置、育成、質の確保と向上

について 

・職員の配置計画は適切か 

・職員の研修計画等は適切か 

・組織的な取組は適切に行われているか 
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費用対効果 ・コストは妥当か 

プレゼンテーション・ヒアリング ・業務の理解度は十分か 

・説明に説得力があるか 

・質問の受け答えが的確か 

 

③社会的責任に対する評価基準 

 評価項目 主な評価の内容 

社会的責任 ・従事者の子育て支援や従事者の人権を守るための取組、従事

者が働きやすい環境を整えているか 

（２）審査方法 

① 第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等に対し、選定委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通過者

（第一次審査配点合計点の６割以上を取得した事業者のうち上位３者程度を想定）を

選定します。 

②第一次審査の結果は、令和８年６月上旬（予定）までに通知します。 

③第二次審査（企画提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング審査） 

第一次審査通過者に対し、選定委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者

候補者（第一次審査及び第二次審査の審査配点において、ともに６割以上を取得した事

業者のうち、最も高い点数を取得した事業者）を選定します。 

※第二次審査には、法人事業責任者（準ずる方を含む）及び本事業の運営業務責任者（予

定）の方の出席をお願いします。 

④第二次審査の結果は、令和８年７月中旬（予定）までに通知します。 

 

９ 参加事業者の失格 

参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に、次の「ア」から「オ」までのい

ずれかに該当するときは失格とし、提案をすることができなくなります。その場合、既に

提出されている企画提案書等は返却いたしません。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 参加資格を満たさなくなった場合 

ウ 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

エ 応募事業者（応募予定者の関係者を含む）が、選定委員会等の設置から選定結果の通

知があるまでの間、選定委員会委員及びこの募集に関係する区職員に対し、当該選定に

関して自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触をした場合 

なお、以下の場合などは、上記の接触には該当しません。 

・実施要領に基づき区が実施する説明会・現地見学会等への参加 

・実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等 
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・現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為 

・区が主催する審議会、意見交換会等への出席 

オ 前各号に定めるもののほか、審査の公正性・公平性を害する行為や、提案に当たり

著しく信義に反する行為があった場合 

 

10 選定結果に基づく委託可能期間 

（１）本件の契約期間は、契約締結の翌日から令和９年３月 31 日までになります。 

（２）令和９年度以降の業務の委託契約は、区が実施するモニタリング（履行評価）の結果

等により、前年度の業務が適切に履行されていると区が判断する場合に契約を締結し

ます。なお、事業者が業務を継続することが適切でないと区が判断した場合、当該契約

期間をもって契約を終了します。 

（３）本件の契約期間は、単年度契約となりますが、履行評価等により業務が適切に行われ

ていると区が判断する場合は、契約期間（１年間）を最大４回まで更新できるものとし

ます。 

 

11 選定結果の公表 

受託者候補者選定後、以下の項目を区公式ホームページで公表します。 

【公表項目】 

・件名 

・選定事業者名及び所在地 

・参加事業者名（応募者が２者の場合も含む。） 

・選定経過 

・選定理由 

・選定委員の職名等及び氏名 

・評価項目 

・評価点 

・所管課名 

また、上記公表項目と併せて、会議録及び全応募事業者の企画提案書概要版を公表し

ます。 

 

12 その他留意事項 

（１）プロポーザルの提案に係る費用は、原則として参加事業者の負担とします。 

（２）企画提出書類について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、

提出書類等を公開することがあります。また、応募事業者が二者の場合であっても参加

事業者名を公表します。 

（３）選定委員会で審査をした結果、一定の点数を満たす応募事業者がいなかった場合は、 
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受託者候補者を選定しません。 

（４）契約書は、原則として区指定の標準契約書を使用することとします。 

（５）受託者候補者が区と契約を締結する場合、業務の全部又は主要な業務を一括して第三

者に委託することを禁じます。業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらか

じめ区の承諾が必要となります。プロポ―ザルの公平性、透明性の観点から、原則とし

て、プロポーザルで競合した事業者は再委託先とすることができません。 

ただし、主要な業務を除く一部の業務については、その委託の範囲や内容、委託予定金

額等を踏まえ、本業務への影響が少ない場合、再委託を検討することができます。 

（６）受託者候補者が失格要件に該当することが判明した場合、又は契約締結交渉が不調と 

なった場合若しくは辞退した場合、次順位の応募事業者と契約締結交渉を行うことが 

できることとします。  

（７）提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては

その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は、日本円としてください。 

（８）提出後の企画提案書等の修正又は変更は、一切認めません。 

（９）提出書類は、返却しません。 

（10）選定委員会が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合があります。 

（11）契約の締結に関しては、選定された受託者候補者と区が協議し、業務に係る仕様を確

定させた上で契約を締結します。また、仕様書の内容は提案された内容を基本とします

が、受託者候補者と区との協議により最終的に決定します。 

 

13 担当課（問い合わせ先） 

  杉並区子ども家庭部児童相談所設置準備課 笹山、奥野、吉田 

  所在地：〒166-0015 杉並区成田東 4-36-13 杉並区役所分庁舎４階 

  電 話：０３－５３０７－０３５５ 

ＦＡＸ：０３－３３１２－２１０５ 

  E-Mail：jisou-jun-k@city.suginami.lg.jp 
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